
1

令和３年度 第２回静岡県総合計画審議会意見対応表

【全体】

委員 意 見 対 応 対応部局

伊藤

委員

指標について、成果や活動など

の指標の位置づけがわかりにく

いため、分かりやすい説明が必

要である。

第７章にある「記載内容の説明」のうち、成果指標の説明に

ついて「「目標」の達成に向けた施策の効果」に修正するとと

もに、活動指標の説明について「「施策」に位置づけた「主

な取組」のうち、代表的な指標を設定している」旨を加えるな

ど、説明を充実させた。併せて、担当部局において、指標の

設定について再点検を行い、「木造住宅の耐震化に対する

助成件数」は施策の進捗状況を測るものであったため、成

果指標から活動指標に変更したほか、「津波避難施設の充

足率」を「津波避難施設による要避難者カバー率」に変更

し、分かりやすい表現へ改めるなど、必要な見直しを行っ

た。

【記載箇所：基本計画（案）第７章(P31)】

政策推進局

下位

委員

以下の項目について、SDGs の

マーク「５ ジェンダー平等を実

現しよう」を入れて欲しい。

＜追記箇所＞ （ ）内は素案の

記載箇所

・政策2-2 いつまでも自分らしく

暮らせる長寿社会づくり（p101）

・政策 2-3 障害のある人が分け

隔てられない共生社会の実現

（p110）

・政策 2-4 地域で支え合う安

心社会づくり（p118）

・政策 6-2 時代を担うグローバ

ル人材の育成（p204）

・政策 9-1 魅力的な生活空間

の創出（p278）

・政策 9-2 新しい働き方の実践

（p292）

・政策 9-3 人の流れの呼び込

み（p297）

御意見のとおり、SDGs のマーク「５ ジェンダー平等を実現

しよう」を追記する。

【記載箇所：基本計画（案）2-2、2-3、2-4、6-2、9-1、9-2、

9-3(P79,P85,P91,P153,P208,P219,P222)】

健康福祉部

教育委員会

スポーツ・

文化観光部

くらし・環境部

経済産業部

荻田

委員

いくつかの指標については、現

状値が、現計画策定時より悪化

しているものがある。それらに、

「向上」「増加」だけでは、「現行

計画策定時に戻るだけ」「これ以

上悪化させない」と受け止められ

る可能性がある。県民の共感を

得るような表現の提起を望みた

い。

コロナ禍で影響を受けている「実質県内総生産」「１人当たり

県民所得」「観光交流客数」について、目指す姿を「早期回

復と持続的発展」に修正する。

また、「合計特殊出生率」は2017年から減少傾向にあるもの

の、２人から３人の子どもを持ちたいとする多くの県民の希

望がかなえられるよう、向上に向けて取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）第４章(P13)】

政策推進局

荻田

委員

「理想の姿」を具体的にイメージ

させる項目のため、現行計画と

同様に「２ 目指す姿」の次に掲

載した方がよいのではないか。

御意見のとおり、現行計画と同様に、「２ 目指す姿」の次に

「理想の姿の具体的イメージ」を掲載する。

【記載箇所：基本計画（案）第４章(P13)】

政策推進局

【政策１ 命を守る安全な地域づくり】

委員 意 見 対 応 対応部局

小原

委員

広域避難所の定員が減少して

おり、広域避難所に入れない方

は、１次避難所に避難するが、

現状では、１次避難所への指

導・支援が少ないため、サポート

を強化していただきたい。

被災後の県民生活を支援するに当たり、避難所の生活環

境の改善や避難所の確保を図っていくことは重要であると

考えている。現在、市町が取り組む避難所の生活環境資機

材の整備や地域の公民館を「防災コミュニティセンター」とし

て、新たに避難所として位置付ける取組を支援している。次

期計画案（基本計画（案）1-1（1））にも、その旨を記載し、引

き続き、避難所の生活環境の改善や避難所の確保を支援

していく。

【記載箇所：基本計画（案）1-1(1)(P37)】

危機管理部

紀平

委員

防災先進県として、医師会ではＪ

ＭＡＴの充実を図っているが、今

後とも医療機関を取り入れ危機

管理体制を強化していただきた

い。

災害発生時に、県が的確に応急対策を実施するためには、

医療機関と連携を図ることが重要であると考えている。この

ため、現在、医療機関と連携し、総合防災訓練を実施して

いるところである。次期計画案（基本計画（案）1-1(1)）にも、

総合防災訓練を実施していくことを記載しているが、連携先

の例として、警察・消防・自衛隊やライフライン関係機関に

加え、医療機関を追記し、医療機関と連携していくことを明

確にしていく。

災害時における医療体制の充実のためには、ＪＭＡＴとの連

携は重要であると考えており、総合計画の分野別計画であ

る「静岡県医療救護計画」において、災害時の役割につい

て明記している。今回、次期計画案（基本計画（案）1-1(1))

に、ＪＭＡＴについて盛り込んだところであり、引き続き、災害

時における医療体制の充実を図っていく。

【記載箇所：基本計画（案）1-1(1)(P36,P37)】

危機管理部

健康福祉部

小林

委員

災害時の対策について、東日本

大震災の際に、帰宅できずに困

った方が多くいた。災害発生時

に、県をはじめとした官公庁のロ

ビーやホテルのロビーを使うこと

ができれば、大変助かる人が多

いのではないか。対応について

今後検討していただきたい。

大規模地震等の際には、帰宅困難者の一斉移動による混

乱を回避しつつ、帰宅困難者の安全を確保することが重要

であると考えている。このため、現在、企業等に従業員等が

安全に待機できる環境を整えるよう働き掛けているほか、コ

ンビニエンスストア等との間で帰宅困難者支援に係る協定

を締結するなど支援体制を整備するとともに、宿泊・滞在施

設や県有施設等での受入について検討をしているところで

ある。このため、次期計画案（基本計画（案）1-1(1)）に、新

たに帰宅困難者対策を進めていくことを盛り込んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）1-1(1)(P37)】

危機管理部
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渡邊

委員

防災意識の啓発、防災教育、人

材育成は重要であると考える。

有事の際に、きちんと対応がで

きるよう、ＤＭＡＴの対応なども含

め熱海の土砂災害の経験をシン

ポジウムなどを通して広く県民に

伝えていただきたい。また、災害

を通じて、防災の計画の中で何

が足りなかったのかを改めて考

えて欲しい。

災害発生時に、県民が早期に避難するなど的確に対応が

できるよう、防災意識の啓発や防災教育、人材育成を図っ

ていくことが重要であると考えている。このため、現在、ふじ

のくに防災士養成講座や県内の中学生を主な対象としたふ

じのくにジュニア防災士養成講座など各種の講座等を実施

している。次期計画案（基本計画（案）1-1(2)）にも、養成講

座等を実施していくことを記載し、引き続き、防災意識の啓

発、防災教育、人材育成を図っていく。

また、災害対応の経験を、その後の取組に活かしていくこと

が重要であると考えている。このため、災害が発生した場

合、必要に応じ、対応の振り返りをしている。次期計画案

（基本計画（案）1-1(1)）にも、災害の教訓などを踏まえ、災

害対策本部の組織・機能や防災計画を適宜見直していくこ

とを記載し、引き続き、災害の経験を踏まえ、危機管理体制

の強化を図っていく。

災害医療施策の推進に当たり、実災害を踏まえた対応の検

討は必要であると考えている。現在も熱海市伊豆山地区の

土石流災害におけるＤＭＡＴの活動の総括に取り組んでい

る。ＤＭＡＴをはじめとする医療チームの対応については、

次期計画案（基本計画（案）1-1(1)）に記載し、実災害に備

え、訓練等を通じて、災害時における更なる医療体制の充

実を図っていく。

【記載箇所：基本計画（案）1-1(1)(2)(P36,P37,P39)】

危機管理部

健康福祉部

若者

意見

防災に対する県民意識が高いと

言えるための土壌づくりとして、

若い世代への防災教育の充実

が必要である。

地域防災力の強化を図っていくためには、次代を担う若い

世代への防災教育が重要であると考えている。このため、現

在、次世代の地域防災を担う人材の育成を推進するため、

県内の中学生を主な対象とした「ふじのくにジュニア防災

士」養成講座を実施している。次期計画案（基本計画（案）

1-1(2)）にも、その旨を記載し、引き続き、若い世代への防

災教育の充実を図っていく。

【記載箇所：基本計画（案）1-1(1)(P39)】

危機管理部

小原

委員

「地域防災力見える化システム」

の意味がわかりにくい。

地域防災力の強化を図るためには、地域防災の要となる自

主防災組織の災害対応能力の向上を図ることが重要である

と考えている。「地域防災力見える化システム」は、総合防

災アプリ「静岡県防災」に搭載した調査機能を活用し、各自

主防災組織の実態を把握した上で、課題や改善に向けて

の取組状況を県・市町・自主防災組織間で常に見える化し

て活動の充実を図っていくためのものである。次期計画案

（基本計画（案）1-1(2)）にも同システムの活用について記載

しているが、御意見を踏まえ、本文の説明を分かりやすくす

るとともに、用語解説にて詳細を記載する。

【記載箇所：基本計画（案）1-1(2)(P39)、用語解説】

危機管理部

生座本

委員

介護職員についても、医療関係

者と同等に優先的に新型コロナ

ウイルスワクチンを接種できるよう

お願いしたい。

令和３年12月に国から接種前倒しの考え方が示され、高齢

者施設等の利用者及び従事者については、２回目接種完

了後６か月の接種が可能となった。引き続き、市町と連携

し、ワクチン接種を円滑に推進していく。

健康福祉部

紀平

委員

コロナ危機の教訓として、感染

症専門病院、専門病床の設置

が必要であるが、設置に当たっ

ては、医療人材の確保が課題と

なるため、大規模病院内に設置

するようお願いする。また、平時

でも対策協議会の開催なども併

せてお願いしたい。

次期計画案（基本計画（案）1-2(1)）に記載の「県内医療機

関の感染症対策の機能強化」の具体的な取組のひとつで

ある感染症対策の拠点となる施設「（仮称）ふじのくに感染

症管理センター」の設置については、御意見を踏まえつ

つ、関係団体とも連携・協力しながら検討していく。また、平

時における対策協議会の開催については、現在、新型コロ

ナウイルス感染症対策に関して適切な助言等を行うために

設置している新型コロナウイルス感染症対策医療専門家会

議及び新型コロナウイルス感染症対策専門家会議を参考

に、新型コロナウイルス感染症が収束した後も、新興感染症

の感染拡大における医療のあり方を検討するための常設の

協議会の設置について検討していく。

【記載箇所：基本計画（案）1-2(1)(P43)】

健康福祉部

今野

委員

コロナ禍でサプライチェーンが分

断され、中小企業の売り上げに

影響が出ており、体力のある企

業は、経営力向上や経営基盤

強化の支援を活用することがで

きるが、商工会会員に多い体力

のない企業への支援についても

考えていただきたい。

また、雇用調整助成金制度につ

いて、知らない者が多く、ハロー

ワークや県の情報が行き届きに

くいと思うので、もう少し情報が

届きやすいようにしていただきた

い。

中小企業の事業継続に係る支援は重要と考えている。この

ため、商工団体等と連携し、事業再生や事業承継支援、専

門家派遣制度の活用、事業継続計画（ＢＣＰ）策定等の取

組、資金繰り支援などを実施している。このことについて、次

期計画案（基本計画（案）1-2(1)、8-4(3)）に記載し、引き続

き、企業の事情に応じた適切な支援を行っていく。また、雇

用調整助成金については、県のホームページにおいて制

度を周知するパンフレットを掲載するほか、静岡労働局と連

携し周知に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）1-2(1)(P43)、8-4(3)(P196)】

経済産業部

渡邊

委員

新型コロナウイルスの第６波到来

や新興感染症の発生に備え、酸

素ステーションの整備や療養施

設の確保、それに対応する人材

の確保について、スピード感をも

って体制整備を進めていただき

たい。

次期計画案（基本計画（案）1-2(1)）に記載のとおり、新型コ

ロナウイルス感染症や新興感染症の次なる感染拡大期に

備え、御指摘いただいた御意見を踏まえた上で、関係団体

とも連携・協力しながら、速やかに取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）1-2(1)(P42、P43)】

健康福祉部

角田

委員

熱海の土砂災害を契機とした条

例の改正に当たっては、今後二

度と同様の災害が発生しないこ

とを全国に発信できるような内容

にしていただき、全国を主導して

欲しい。

条例の改正に当たり、熱海市で発生した土石流による災害

を教訓に、県内全域において適切な対応をとることが必要

であると考えている。現在、一定規模以上の盛土行為を許

可制とし、罰則には懲役刑も入れる予定であるなど、規制強

化に向けた条例の改正作業等を進めているところである。

条例改正については、次期計画案（基本計画（案）1-3(2)）

に記載し、土地の改変行為に伴う盛土などについて、法令

等の基準に基づき適切に審査・指導・是正措置等を行うとと

もに、土砂等の適正な処理を図るための総合的な法規制等

の整備を国へ働きかけるなど、県民の安全・安心な生活環

境を保全するため、今後同様の災害が発生しないよう取り

組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）1-3(2)(P50)】

交通基盤部
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【政策２ 安心して暮らせる医療・福祉の充実】

小原

委員

防犯ボランティアを、県内自前で

養成するシステムができることが

望ましいのではないか。

県では、地域の自主的防犯活動を促進するため、防犯まち

づくりに関する専門的な知識・技能を習得する「防犯まちづ

くり講座」を毎年開催しているところである。その講師は、第

一線の専門家に依頼する関係で、県外の方が多いのが現

状である。今後は、県内の専門家の状況を把握し、講師を

依頼するよう努めていく。

講座の開催については、次期計画案（基本計画（案）

1-4(1)）に記載し、引き続き、自主的防犯活動の促進・支援

に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）1-4(1)(P54)】

くらし・環境部

小原

委員

防犯ボランティア等の平均年齢

があがる中、デジタル化への過

渡期として、ＨＰでの発信ととも

に、紙媒体で情報提供していた

だきたい。

県が月２回発行している「防犯まちづくりニュース」は、「県防

犯まちづくりアドバイザー」等に対し、メールで送付してお

り、そのうち希望される方には、印刷したものを郵送している

ところである。

「防犯まちづくりニュース」の発行については、次期計画案

（基本計画（案）1-4(1)）に記載し、引き続き受け手の状況に

配慮しつつ、防犯活動に資する情報の発信に取り組んでい

く。

【記載箇所：基本計画（案）1-4(1)(P54)】

くらし・環境部

委員 意 見 対 応 対応部局

渡邊

委員

看護職員が慢性的に不足して

おり、今後も足りない見込みであ

る。人材不足解消には、潜在看

護師の登用が不可欠であり、国

と連携しながら、看護職の届け

出の義務化の推進なども進めて

いただきたい。

看護職員の人材不足解消には、潜在看護職員の再就業が

重要であると考えている。このため、現在は県ナースセンタ

ーにおいて再就業支援に取り組んでいる。このことは、次期

計画案（基本計画（案）2-1（1）②）に記載し、引き続き、潜在

看護職員の復職を促進するための支援に取り組んでいく。

また、潜在看護職員を把握する効果的な仕組みについて、

国、他都道府県、都道府県ナースセンターの検討状況を注

視するとともに、国に対し必要な要望を行っていく。

【記載箇所：基本計画（案）2-1(1)(P70)】

健康福祉部

紀平

委員

少子高齢化を背景とした健康寿

命の延伸が医療分野における

重要課題となっている。健康寿

命の延伸には、かかりつけ医の

強化が必要である。

健康寿命の延伸には、生活習慣病の重症化予防対策と、

自立支援・介護予防の取組が重要であると考えている。

生活習慣病の重症化予防対策として、県、医師会、市町、

保険者、医療関係者等との連絡調整会議の開催や、市町

における人工透析予備軍事例への重点的介入の実施、重

症化予防に関わる指導者の研修等を実施している。このこ

とは、次期計画案（基本計画（案）2-1(4)）に記載し、引き続

き、生活習慣病の発症予防と早期発見の推進に努めてい

く。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施により、かか

りつけ医等が健診や日常の受診の機会を捉え、生活習慣

病の重症化予防とフレイルに関する評価を行い、高齢者の

状態に応じたサービス等につなげる仕組みの構築を行って

いる。このことは、次期計画案（基本計画（案）2-2(1)）に記

載し、自立支援・介護予防の取組促進に努めていく。

【記載箇所：基本計画（案）2-1(4)(P76)、2-2(1)(P81)】

健康福祉部

【政策３ デジタル社会の形成】

生座本

委員

介護職の平均年齢が上がってき

ている。人数だけではなく、就業

者の年齢状況を踏まえ、今後の

人材をどう育成していくか、どこ

に働き掛けていくかを検討いた

だきたい。

介護職員の安定的な人材確保には、第一に若者の就業促

進が重要であると考えている。現在、若手介護職員（ナビゲ

ーター）の就職ガイダンス派遣や出前授業の実施などを通

じて、若者に介護の魅力を発信するとともに、福祉系高校に

通う生徒への修学資金貸付制度を創設するなど取組を進

めている。

次期計画案（基本計画（案）2-2(3)）にも、幅広い人材が活

躍できる多様な働き方の創出について記載し、引き続き、主

婦層や元気高齢者、外国人など多様な人材に働き掛け、幅

広い年齢層の獲得を進めることで、安定的な介護人材の確

保につなげていく。

【記載箇所：基本計画（案）2-2(3)(P84)】

健康福祉部

小林

委員

成果指標の「自殺者による死亡

者数」の目標値が 500 人未満と

なっているが、違和感を感じる。

裏を返すと、自殺者が 500 人未

満出ても仕方がないとも取れて

しまうため、自殺者の目標値は、

あくまでも「０人」にすべきではな

いか。

自殺による死亡者は、新型コロナウイルス感染症影響下に

おいて、経済生活問題や家庭問題などの深刻化、外出自

粛等の環境変化を背景に、若者や女性の自殺者数が増加

していると考えられ、2020 年は 5 年ぶりの増加となり、大変

大きな危機感を抱いている。

県としては、「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現」を目指し施策を展開しており、目標値については「自殺

者が 500 人未満出ても仕方がない」という趣旨ではなく、実

現可能性や社会経済情勢等を考慮し、計画期間内（2025

年度まで）に達成すべき目標水準を設定している。

次期計画では、県の目指す姿を明確にするため、中柱２－

４の目標に「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実

現」を目指す旨を追記し、社会全体で総合的な自殺対策に

取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）2-4(P91)】

健康福祉部

委員 意 見 対 応 対応部局

熊野

委員

「デジタル社会」ではなく 、

「Society.5.0」または「超スマート

社会」と示した方がよいのではな

いか。

令和３年９月に「デジタル社会形成基本法」が施行され、

地方公共団体はデジタル社会の形成に関し、区域の特性

を生かした自主的な施策を策定し実施する責務を有する

旨が規定されていることを踏まえ、次期計画案では「デジ

タル社会の形成」を新たな政策として位置付けている。

【記載箇所：基本計画（案）政策３(P95)】

政策推進局

生座本

委員

高齢者の中には、ＰＣや携帯電

話を使用出来ない方も多くいる。

デジタル化の推進により、情報

が伝わらない方もおり、情報発

信の方法を工夫する必要があ

る。

デジタル社会の形成に向けた施策の推進に当たり、デジ

タル機器等になじみのない高齢者等への支援（デジタル

デバイド対策）が非常に重要であると考えている。デジタル

デバイド対策については、次期計画案（基本計画（案）

3-1(1)）に記載し、新たに社会的支援体制の構築に向け

た人材育成の取組を盛り込んでいく。

また、広報の施策推進に当たり、全ての県民に情報を届

けることが重要であると考えている。このため、「県民だよ

り」やＳＮＳ等、ターゲットに応じた様々な広報媒体により情

報を発信している。工夫した情報発信については、次期計

画案(行政経営 1-1(1)）に記載し、御意見を踏まえ、情報

発信媒体の利用者の状況を分析し、より的確な媒体を利

用した情報発信について盛り込んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）3-1(1)(P98)、

行政経営 1-1(1)(P267)】

デジタル戦略局

知事戦略局

【第３回総合計画審議会】
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【政策４ 環境と経済が両立した社会の形成】

委員 意 見 対 応 対応部局

小杉

委員

「(１)徹底した省エネルギー社会

の実現」の項目の中に、省エネ

診断や省エネ化に関するセミナ

ーに関する記載があるが、この

内容を広げて、カーボンニュート

ラル社会への対応に関するセミ

ナーの開催や支援策について、

視点として盛り込んでく必要があ

るのではないか。

脱炭素社会形成の推進に当たり、徹底した省エネルギー化

と再生可能エネルギーの利用促進が重要であると考えてい

る。これまで、省エネ診断やセミナーなど、事業所の省エネ

ルギー化に対する支援を実施している。このことについて

は、次期計画案（基本計画(案)4-1(1)）に記載し、御意見を

踏まえ、カーボンニュートラル社会の対応も含めたセミナー

の開催などに取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画(案)4-1(1)(P106)】

くらし・環境部

経済産業部

今野

委員

野見山

委員

中小企業は、コロナ禍で体力が

なくなっている中で、並行してカ

ーボンニュートラルの取組を進

めていく必要があるため、県の

支援をお願いしたい。

ものづくり県である本県にとっ

て、脱炭素は大きな課題である。

脱炭素を進めるに当たり、中小

企業単独の取組では限界がある

ため、行政の支援が不可欠であ

る。

脱炭素社会形成の推進に当たり、経営資源に限りのある中

小企業におけるカーボンニュートラルの取組と企業経営の

両立を図る施策が重要であると考えている。これまで、支援

員の活用等により、省エネ機器導入や環境マネジメントシス

テムの導入など、中小企業における省エネの支援を推進し

てきている。中小企業の脱炭素経営推進は、次期計画案

（基本計画(案)4-1(1)）に記載し、引き続き、中小企業に対

する支援に取り組んでいく。

また、中小企業が個々の実情に応じカーボンニュートラル

への取組を進められるよう、産業支援機関と連携して、先行

事例の紹介や専門的な助言を行っている。このことについ

て、次期計画案（基本計画（案）8-4(2)）に記載し、引き続

き、中小企業への支援を実施していく。

【記載箇所：基本計画(案)4-1(1)(P106)、8-4(2)(P194)】

くらし・環境部

経済産業部

小杉

委員

現行の総合計画では、省エネや

災害時の対応について、コージ

ェネレーションシステムに関する

記載があったため、次期計画素

案においても、コージェネレーシ

ョンシステムの取り扱いについて

の記載を検討いただきたい。

カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギ

ーの導入拡大や省エネの推進をより一層進めていく必要が

ある。

バイオマスについては、発電する際に発生する熱エネルギ

ーを活用する熱電併給設備（コージェネレーションシステ

ム）の導入が、省エネや温室効果ガスの削減につながること

から、このことを次期計画案（基本計画案 4-1(3)）に盛り込

み、設備を導入する事業者への支援等に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）4-1(3)(P109)】

経済産業部

熊野

委員

諸外国では、マイクロプラスチッ

クを規制している国もある。本県

においても、条例でマイクロプラ

スチックが使われている製品等

が、県内に入らないようにすると

いったことも検討してもいいので

はないか。

委員御指摘のマイクロプラスチック使用製品の使用抑制は

重要であるが、製造・流通・販売や輸出入の規制は国で対

応するべき課題であり、県条例により制限することは困難で

あると考えている。

県では、海洋プラスチックごみ防止６Ｒ県民運動を展開し、

マイクロプラスチック発生につながるプラスチックごみの削減

や海洋流出防止の啓発を行っている。プラスチック対策に

ついては、次期計画案（基本計画（案）4-2(1)(3)）に記載し、

今後は、来年４月施行予定のプラスチック資源循環法に基

づく取組と歩調を合わせ、市町や関係団体と連携してプラ

スチックごみの削減により一層取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）4-2(1)(3)(P113、P115)】

くらし・環境部

【政策５ 子どもが健やかに学び育つ社会の形成】

増田

委員

次期計画素案において、食品ロ

ス及びプラスチックごみ対策に

ついては、キャンペーンや講習

会などの啓発事業などの取組が

目立っている。現時点での実態

を調べて、削減目標などについ

て数値化を図るべきではない

か。

また、将来を見通した若年層へ

の啓発が重要である。※

※審議会後、追加で御意見をい

ただいた。

食品ロスやプラスチックごみの発生量については、国の数

値も推計にとどまっており県レベルの推計方法が確立して

いないため、現状では実測値である一般廃棄物１人１日当

たり排出量などを数値目標として廃棄物全体で削減状況を

確認していくことが適当と考えている。削減目標の数値化に

ついては、実態の把握が前提となることから、まずは市町が

より具体的に実態を把握できる手法を検討していく。現時点

の取組としては、特に将来を担う若年層への意識啓発が重

要と考えており、このことを次期計画案（基本計画案 4-2(3)）

に盛り込んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）4-2(3)(P115)】

くらし・環境部

委員 意 見 対 応 対応部局

園田

委員

伊藤

委員

結婚と出産、子育てが同じ項目

にあることに違和感があるため、

記載内容について、もう一度検

討して欲しい。結婚するから子ど

もが生まれるという流れは、これ

からの社会について考えるとき

には違和感があるため、「結婚」

と「子育て」は別であっても良い

のではないか。これから結婚を

するような若い世代の方にも、ぜ

ひ意見を聞いて欲しい。

結婚を前提としない出産がある

中、結婚と出産を切り離した施

策の展開、言葉の出し方をする

ことが必要である。

少子化対策は、子どもや子育て家庭への支援等と大きく関

連があることから、結婚支援を政策５に位置づけたところで

ある。

少子化の主な要因の一つである未婚化、晩婚化に対し、独

身者の多くが結婚を望んでいるというアンケート結果がある

ことから、結婚を希望する若者への支援が重要であると考え

ている。また、「県民意識調査結果」では、独身に留まって

いる理由として、男女とも「適当な相手にめぐり会わない」が

最も多い回答である。これらのことから、次期計画において

は、結婚を希望する県民への出会いの機会の提供など、県

民の結婚の希望をかなえるための取組を盛り込んでいる。

御意見のとおり、結婚、妊娠・出産、子育ては個人の自由な

意思決定に基づくものであり、個々人の決定に特定の価値

観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることがあって

はならないと考えている。

このため、次期計画案（基本計画（案）5-1）の政策の柱の名

称を「結婚の希望をかなえ、安心して出産や子育てができる

環境づくり」に修正するとともに、施策体系についても、結婚

支援と子育て支援を分けた形で項目立てを行い、結婚を希

望する方と全ての子育て家庭を支援していく。

【記載箇所：基本計画（案）5-1(P130)】

健康福祉部

園田

委員

子育て中の親をサポートし、見

守っていく社会をどのように作っ

ていくのか考えていただきたい。

子育てをしやすい環境をつくっていくためには、社会全体

で子育てを支援する体制の充実が必要であると考えてい

る。このため、放課後児童クラブの環境整備や仕事と家庭

の両立を支援するイクボスの養成等の取組を実施してい

る。

御意見を踏まえ、次期計画案（基本計画（案）5-1(2)）の施

策の名称を「社会全体で子育てを支援する体制の充実」に

修正するとともに、これらの取組について記載し、社会全体

で子育て支援に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）5-1(2)(P132)】

健康福祉部

【第３回総合計画審議会】
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吉川

委員

保育士の社会的地位の向上、キ

ャリアアップなどによる人材の育

成や確保が保育現場の質の向

上にもつながっていくため、関係

機関とも連携しながら進めてい

ただきたい。

保育士の人材育成や処遇改善のために重要なキャリアアッ

プを図るため、関係団体と連携してキャリアアップ研修を実

施しており、引き続き連携して実施していく。保育人材の確

保や資質向上については、次期計画案（基本計画（案）

5-1(3)）に記載し、その他の保育士の人材育成や確保対策

などの事業においても連携を深め、保育の質の向上に取り

組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）5-1(3)(P133)】

健康福祉部

吉川

委員

待機児童の問題は、数字だけで

はなく、隠れ待機児童の問題や

解消が進むことで保育施設の定

員割れの問題が発生するなど、

表面的にはわかりにくい課題も

含んでいる。様々な視点からの

対応が必要である。

今年度実施する「隠れ待機児童」の実態調査により、表面

的には分かりにくい課題を把握していく。次期計画案（基本

計画（案）5-1(3)）に記載のとおり、調査結果も活用しなが

ら、市町の保育関係施設の適正配置を支援していく。

【記載箇所：基本計画（案）5-1(3)(P133)】

健康福祉部

鈴木

委員

ヤングケアラーの対応は非常に

重要である。問題の対応状況に

よって、その後、ヤングケアラー

自身が家庭を望むかどうかにも

影響してくるので、関連づけて考

えていただきたい。

ヤングケアラーについては、家庭内のデリケートな問題であ

ることから表面化しにくい。また、社会的認知度が低いた

め、支援が必要な子どもがいても、子ども自身や周囲の大

人が気付かないこともあり、啓発、早期発見、適切な支援と

多くの課題がある。本年度、ヤングケアラーの支援を推進す

ることを目的としたヤングケアラー支援検討会議を設置し、

年度内に、小学校５年生から高等学校３年生までを対象とし

た実態調査を行っていく。

学校においては、児童生徒のカウンセリングや教職員及び

保護者に助言等を行う心理の専門家であるスクールカウン

セラーと、教育と福祉の両面に関して専門的な知識や技術

を有し、成育歴や家庭環境等の児童生徒を取り巻く環境を

含めた包括的な働きかけを関係機関と連携しながら行うスク

ールソーシャルワーカーが支援に当たっている。

次期計画では、ヤングケアラーに対する支援については基

本計画（案）5-2(1)に、学校を窓口とした支援体制の充実に

ついて基本計画（案）5-2(2）に記載し、ヤングケアラーの支

援に向け、教育・福祉・介護・医療が連携して取り組んでい

く。また、将来的に家庭を構えることに消極的な考えを持つ

ことのないよう、ヤングケアラーの負担軽減に加え、ピアサポ

ートによる相談などヤングケアラーの気持ちに共感できる支

援体制の構築に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）5-2(1)(2)(P137,138)】

健康福祉部

教育委員会

渡邊

委員

児童虐待について、人材不足を

理由に命が救えないということが

決して発生しないよう、児童相談

所の運営体制の整備が必要で

はないか。

児童虐待については、専門的知識に基づく的確・迅速な対

応が必要であると考えている。このため、児童相談所体制

強化プランに基づき児童福祉司、児童心理司の増員を行う

とともに、複雑で困難な事例に対応できるよう専門性向上の

ための研修や弁護士配置による法的機能強化を実施して

いる。児童相談所の体制強化については、次期計画案（基

本計画（案）5-2（1）①）に記載し、人材不足を理由に必要な

対応が欠けることがないよう、引き続き、児童相談所機能の

維持・向上に努めていく。

【記載箇所：基本計画（案）5-2(1)(P137)】

健康福祉部

【政策６ “才徳兼備”の人づくり】

委員 意 見 対 応 対応部局

若者

意見

若い世代にとって、静岡県のイメ

ージや魅力は漠然としている。

住まないとわからない「住みよさ」

など、実際に暮らす県民の具体

的な言葉で発信していく必要が

ある。

また、静岡県に住む若者も地域

の魅力をより一層、理解していく

必要がある。

若い世代に本県の魅力を知ってもらうためには、本県で魅

力的なライフスタイルを実践している移住者等の情報発信

が重要であると考えている。このため、本県への移住促進の

取組の中で、移住者の暮らしぶりを紹介する動画配信やホ

ームページを通じて、実際に住んでいる方の生の声を発信

しているところである。本県の魅力発信については、次期計

画案（基本計画（案）9-3(1)）に記載し、移住希望者だけで

なく、本県に住む若い世代にも、本県の魅力を再認識して

もらえるよう、ＳＮＳ等を活用しながら情報発信に取り組んで

いく。

また、「静岡県の魅力を実感しないまま進学や就職で転出

してしまう人がいる」という状況を改善するため、高校生以前

の段階において、地域の魅力をより一層理解することが必

要であり、そのためには、地域との連携・協働による教育活

動が重要であると考えている。このため、学習指導要領の中

で社会に開かれた教育課程の実現が謳われており、地域

社会や地域人材を活用して児童生徒への学びを広げる取

組が各学校で行われている。2021 年度にも地域食材を使

用した商品開発や給食メニュー考案、棚田での畔塗やわさ

び苗の増殖等の農業体験、史跡見学や地域史研究、行政

やラジオ局と連携した地域の魅力発信等、様々な取組が行

われた。次期計画案では、特色を活かした学習については

基本計画（案）6-1(2）に、地域との連携・協働については基

本計画（案）6-1(5)に記載し、地域の特色を生かした学習、

地域との連携協働を促進していく。

【記載箇所：基本計画（案）6-1(2))(P147)、6-1(5))(P151)、

9-3(1))(P223)】

くらし・環境部

教育委員会

【第３回総合計画審議会】
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中西

委員

労働に関する法令関係の知識

の取得は、就業時のトラブルの

未然防止にもつながる。そのた

め、中学・高校の段階から、職業

観を育むための職業教育を導入

していただきたい。

社会に出た時に無用なトラブルに遭わないため、社会に出

る前の中学校、高等学校の段階における職業教育は重要

であると考えている。中学校学習指導要領の社会（公民的

分野）において、労働組合の意義や労働基準法の精神に

ついての学習が、新学習指導要領で新設された高等学校

の公民の必修科目「公共」においても、雇用と労働問題に

ついての学習が位置付けられており、すべての中学生、高

校生に労働に関する法令について学ぶ機会がある。また、

特別活動においても、「一人一人のキャリア形成と自己実

現」という柱の中に「社会参画意識の醸成や勤労観・職業観

の形成」という項目が設けられており、各学校において、社

会生活を営む上で必要なマナーやルール、社会貢献につ

いて考える活動が行われている。職場見学や職場体験、社

会人講話等の地域・産業界と連携した活動も多くの学校で

行われており、このことを、次期計画案（基本計画（案）

6-1(2)）に記載し、引き続き、勤労観・職業観を育むための

教育をしていく。

また、安全・安心に働ける労働条件を確保するに当たり、労

働者への労働に関する法令関係の情報提供は重要である

と考えている。このため、セミナーの開催や学生へのワーク

ルールに関する情報提供を行っており、このことを、次期計

画案（基本計画案 7-1(2)）に盛り込み、引き続き、取り組ん

でいく。

【記載箇所：基本計画（案）6-1(2)(P147)、7-1(2)(P161)】

経済産業部

教育委員会

熊野

委員

イノベーションについて、人材育

成の観点を含め、戦略的にまと

め、施策を展開していく必要が

ある。

また、人材を育成するにあたり、

ＳＴＥＡＭ教育は重要であり、そ

の推進に当たっては教員への研

修の実施など質の向上を図るこ

とが必要である。

加速する社会変化に柔軟に対応し、課題解決や社会的価

値の創造に繋げる資質・能力を育成するため、ＳＴＥＡＭ教

育は重要であり、その質の向上のためには教員への研修の

充実が不可欠であると考えている。2019 年度より、総合教

育センターにおいて、中学校及び高等学校の教員を対象と

した「ＳＴＥＭ教育基礎研修」を行っている。2020 年度は新

型コロナウイルス感染症の影響で中止したが、2021 年度は

リベラルアーツを含むＳＴＥＡＭ教育に関する研修をオンラ

インで行い、2022 年度からは名称を「ＳＴＥＡＭ教育基礎研

修」に改め、研修の充実を図っていく。次期計画案では、教

職員の研修については基本計画（案）6-1(3)に、ＳＴＥＡＭ

教育の推進については基本計画（案）6-2(2)に記載し、引き

続き、教員への研修の実施などにより、ＳＴＥＡＭ教育の質

の向上を図っていく。

また、「第４次産業革命」の進展に伴い、産業構造が大きく

転換する中、新たな価値の創出や生産性の向上が不可避

となっていることから、イノベーションの担い手となるＩＣＴ人

材の確保・育成が重要と考えている。このことから、「ふじの

くにＩＣＴ人材確保・育成戦略」を策定し、本戦略に基づき、

トップレベル人材から次世代人材まで４つの階層毎に施策

を展開しているところである。本施策については、次期計画

案（基本計画(案)8-1(1)）に記載し、引き続き、ＩＣＴ人材の確

保・育成に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）6-1(3)(P148)、6-2(2)(P155)、

8-1(1)(P176)】

経済産業部

教育委員会

【政策７ 誰もが活躍できる社会の実現】

下位

委員

2021 年３月に策定された静岡県

男女参画基本計画の中に、「リ

プロダクティブ・ヘルス／ライツ」

に関する項目があり、この考え方

が非常に重要になっている。今

後は、性教育について、低年齢

から始めていく必要があると思

う。

女性の生涯にわたっての健康保持等のため、リプロダクティ

ブヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の視点は

重要であると考えている。このため、学校向けに開催してい

るデートＤＶ防止出前講座等において普及・啓発を行って

いる。

性教育については、児童生徒の発達段階を十分考慮して

行う必要があり、小学校３・４年生の体育の保健領域におい

ては「体の発育・発達」に関する内容を扱う等、学習指導要

領に則り、児童生徒の発達段階に沿った時期と内容で行っ

ている。ジェンダー平等については、人権教育の一環とし

て、「特別の教科 道徳」や特別活動を中心とした教育活動

全体を通して行っている。「静岡県人権教育の手引き」にお

いても、学習例集に「性の多様性を知り、偏見や差別をなく

そう」を掲載している。

次期計画案では、ジェンダー平等を含む人権教育につい

ては基本計画（案）6-1(4)に、リプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツの普及・啓発については基本計画（案）7-2(4)に記載し、

引き続き、デートＤＶ防止出前講座等において、啓発用冊

子等を活用しながら取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）6-1(4)(P150)、7-2(4)(P171)】

くらし・環境部

教育委員会

委員 意 見 対 応 対応部局

鈴木

委員

ヘルスリテラシーの高い女性が、

仕事のパフォーマンスが高いと

いう調査結果がある。女性を取り

巻く環境として、就職面接時や

働く女性へのハラスメントが珍し

くないと感じており、女性の活躍

や応援といった視点からも、深

刻に考えていただきたい。

女性の活躍には、女性特有の健康課題にも配慮することが

重要であると考えている。このため、女性の健康問題への対

応について、次期計画案（基本計画（案）7-2(4)）に記載し、

女性特有の健康課題の解消に向け、啓発冊子等を活用

し、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康

と権利）の普及・啓発に取り組んでいく。

加えて、女性が安心して働ける労働環境づくりに当たり、経

営者等への労働関係法令の知識の普及が重要であると考

えている。このため、ハラスメント対策など法令遵守意識に

取り組んでおり、このことを次期計画案（基本計画案7-1(2)）

に盛り込んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）7-1(2)(P161)、7-2(4)(P171)】

くらし・環境部

経済産業部

中西

委員

現在、国が在籍型出向制度を進

めているものの、その導入には

就業規則の改正等が伴う。多く

の中小企業はそういったことがネ

ックとなり、制度の導入ができて

いないため、行政として企業に

寄り添った支援をしていただきた

い。

誰もがいきいきと働ける環境づくりの推進に当たり、在籍型

出向の導入など職場環境の整備が必要と考えている。この

ため、企業にアドバイザーを派遣し、職場環境の見直しを支

援している。このことについて、次期計画案（基本計画（案）

7-1(2)）に記載し、引き続き、職場環境の見直しを支援する

アドバイザー派遣に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）7-1(2)(P161)】

経済産業部

【第３回総合計画審議会】
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若者

委員

女性が活躍できる環境をつくる

には、女性の声を集め、男性に

も課題意識を持ってもらうこと

や、県内で働く女性たちのロー

ルモデルの情報発信が必要で

ある。

女性の活躍を一層進めるためには、女性の仕事と家事・育

児の二重負担を解消し、女性が活躍できる職場環境づくり

のための男性を含めた職場内の意識改革、女性の職域拡

大や継続就業の促進が重要であると考えている。このため、

学生等を対象とした出前講座により男性の主体的な家事シ

ェアリングの促進を図るほか、女性活躍推進についての情

報交換、議論を行う場への男性経営者等の参加促進等に

より女性活躍に向けた意識改革を図っている。また、企業に

アドバイザーを派遣し、職場環境の見直しを支援するととも

に、企業における女性活躍推進の取組など経営者の意識

改革を促すセミナーを開催している。これらのことは、次期

計画案（基本計画（案）7-1(2)(3)）に記載し、引き続き、男性

の主体的な家事・育児参加に向けた啓発、県内企業で働く

女性のロールモデルとの交流の場や女性が活躍する県内

企業の情報発信等に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）7-1(2)(3)(P161、P162)】

くらし・環境部

経済産業部

若者

委員

若年層のハラスメントへの意識

は高い。就職活動の際のハラス

メントなど、社会に出る前から不

安を抱くことがないよう、社会全

体の価値観の転換に向け、一層

の啓発をして欲しい。

安全・安心に働ける労働条件を確保するに当たり、経営者と

働く人双方への労働関係法令の知識の普及が重要である

と考えている。現在、ハラスメント対策など法令遵守意識の

醸成を図るため、セミナーの開催等を行っており、このことを

次期計画案（基本計画案 7-1(2)）に盛り込んでいく。また、

次期計画案（基本計画（案）7-2(2)）に、複雑・多様化する人

権課題に対し、地域や学校、企業等関係機関と連携して、

人権への配慮を促す周知・啓発、相談・支援などの人権に

関わる施策を推進することを記載し、ハラスメントに対する啓

発も行っていく。

【記載箇所：基本計画（案）7-1(2)(P161)、7-2(2)(P169)】

経済産業部

健康福祉部

下位

委員

男女の性の違いに加えて、ジェ

ンダー平等の教育は大切である

と思う。

また、静岡県が目指す、ジェンダ

ー平等の推進による、誰もが幸

せを実感できる社会の実現に向

けて、男女共同参画の推進につ

いて、県民の皆様のいろいろな

御意見をもらいながら進めていく

べきではないか。

誰もが活躍できる社会の実現には、ジェンダー平等の意識

の定着が重要であると考えている。このため、市町や民間団

体と連携し、男女共同参画に関する広報・啓発の実施や実

践活動の支援に取り組んでいる。ジェンダー平等の推進に

ついては、次期計画案（基本計画（案）7-2(4)）に記載し、引

き続き、市町や民間団体等と連携し、推進に関する意見を

いただきながら、広報・啓発や実践活動の支援に取り組ん

でいく。

【記載箇所：基本計画（案）7-2(4)(P171)】

くらし・環境部

鈴木

委員

ジェンダー平等について、「性の

多様性の理解等の促進」に関連

づけて「パートナーシップ制度の

導入」に関する記載があるが、自

分が住んでいる静岡県でこうし

た取組が進められるのは嬉しく、

ぜひ進めていただきたい。

性的指向や性自認にかかわらず誰もが活躍できる社会の

実現には、性の多様性の理解促進や、性的指向や性自認

を理由に困難を抱えている人に対する支援が重要であると

考えている。このため、県民理解促進のための研修・啓発

や当事者の悩みや不安に寄り添う電話相談や交流会を実

施している。パートナーシップ制度の導入については、次期

計画案（基本計画（案）7-2(4)）に記載し、令和４年度中の導

入に向け、取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）7-2(4)(P171)】

くらし・環境部

【政策８ 富をつくる産業の展開】

委員 意 見 対 応 対応部局

若者

意見

南海トラフ地震が起こると言われ

るからこそ、しっかり対策されて

いること、県民が高い防災意識

をもっていることを、県内外にＰＲ

し、人や企業の呼び込みにつな

げていくことが必要である。

南海トラフ地震に備え、ハード・ソフトを適切に組み合わせ

た対策を推進していくことが重要であると考えている。このた

め、現在、「静岡県地震・津波対策アクションプログラム２０１

３」に基づき、住宅・建築物の耐震化のほか、防潮堤や津波

避難施設の整備、津波避難訓練の促進など、様々な対策

を実施しており、その結果、現時点で、想定犠牲者の約７割

を減少させる効果があったと試算している。本県の取組を発

信するため、次期計画案（基本計画（案）9-3(1)）に、人や企

業の呼び込みにつなげるため、静岡県の魅力のほか、移

住、観光、関係人口、サテライトオフィス、工場進出、防災先

進県としての情報などに関する情報を一元化し、ポータル

サイト「SHIZUKURU」により、情報発信していく旨を盛り込ん

でいく。

企業の誘致においては、従前より静岡県の全国トップレベ

ルの防災への取組のＰＲを実施しており、次期計画案（基本

計画（案）8-1(3)）に記載し、引き続き、県外からの新たな企

業誘致に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）8-1(3)(P178)、9-3(1)(P223)】

政策推進局

危機管理部

経済産業部

谷藤

委員

フジノミクスの推進や山の洲など

の広域経済圏の形成、県内を４

つの地域にわけた地域間連携

などに非常に好感をもった。連

携や構想を展開するに当たって

は、責任体制を明確にし、計画

の実効性を高めていただきた

い。

様々な主体と連携した施策について、各主体が積極的に参

画するためには、各団体の役割や責任等を明確にすること

が重要であると考えている。

委員から御意見をいただいたフジノミクスの推進について

は、次期計画案（基本計画(案)8-2）に、「本県が中心となっ

て近隣県等と連携し、地域経済の活性化を図っていく」旨を

記載しているところである。

また、審議会で知事が申し上げたとおり、本計画の実施主

体及び責任の所在は、知事をトップとした静岡県行政にあ

り、計画の実現に向け、全職員が当事者意識を持ち、施策

の遂行に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）8-2(P179)】

政策推進局

大久保

委員

ＩＣＯＩについて、静岡大学のヘ

ルスケア情報学会が研究を始動

しており、それらの情報を取り入

れたらどうか。また、温泉の管

理・マネージメントが科学的に進

めているかについて確認いただ

きたい。

ＩＣＯＩプロジェクトは今年度、温泉やヘルスケアに関する調

査を行った上で、有識者や地元関係者で構成する協議会

を立ち上げ、方針を決定していく予定であり、このことは、次

期計画案（基本計画（案）8-3(1)）に記載し、御意見を踏まえ

議論していく。

【記載箇所：基本計画（案）8-3(1)(P188)】

経済産業部

【第３回総合計画審議会】
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【政策９ 多彩なライフスタイルの提案】

委員 意 見 対 応 対応部局

園田

委員

今は住む場所を選ばない社会

になりつつあり、こうした流れを

新型コロナが加速させたのでは

ないかと思う。中山間地に住み

たいと思っても、空き家はある

が、取引が進まないため、結果

的に移住することができない事

例が多数あると聞いている。

デジタル環境さえ整えば、どこに

住んでも良いという機運が広が

っており、静岡県は魅力がある

地域が多いため、若い世代を呼

び込むチャンスではないか。県

でも移住検討者等への相談を実

施していると思うが、空き家対策

なども併せて検討してはどうか。

空き家を含めた既存住宅の流通を促進するため、優良な空

き家を評価する仕組みづくりや移住者の住みかえに対する

支援等に取り組む必要があると考えている。このため、移

住・定住情報サイト「ゆとりすと静岡」において、民間の不動

産物件検索サイトをはじめ、市町や不動産関係団体が運営

する空き家バンク等を集約して掲載している。空き家の利活

用や本県の魅力発信については、次期計画案（基本計画

（案）9-1(1)、9-3(1)）に記載し、引き続き、移住セミナーでの

空き家を活用して移住した方の体験談などの紹介を通し

て、空き家に関連する情報を移住検討者に対して発信し、

利活用を促していく。

【記載箇所：基本計画（案）9-1(1)(P211),9-3(1)(P223)】

くらし・環境部

伊藤

委員

地域コミュニティにおけるＩＣＴ化

が進んでおらず、デジタルデバ

イドを解消するため、地域の

方々に対する施策を展開するこ

とが必要である。

地域コミュニティ活性化の促進に当たり、地域活動のデジタ

ル化はその一助になると考えている。地域活動のデジタル

化については、県内市町で既に導入している自治体や導

入を検討している自治体が複数見られるところであるが、県

は、地域活動のデジタル化に向け、県・市町連携推進会議

で県内市町のICT活用事例について情報提供している。次

期計画案（基本計画（案）政策 9-1(4)）では、「新しい生活様

式に対応した地域活動を支援」する旨を記載し、この中に

含まれる地域活動のデジタル化に向けて、引き続き先進事

例の情報提供に取り組んでいく。

デジタルデバイド対策については、次期計画案（基本計画

（案）3-1(1)）に、新たに地域の中の身近な相談役として活

躍できるデジタルサポーターの育成の取組を盛り込み、地

域活動の場での高齢者等への支援を実施していく。

【記載箇所：基本計画（案）3-1(1)(P98)、9-1(4)(P218)】

経営管理部

デジタル戦略局

佐藤（育）

委員

人の流れの呼び込みのために

は、「9-1 魅力的な生活空間の

創出」や「9-2 新しい働き方の実

践」といった、定住政策にあたる

施策が前提となる。

9-3(1)に「①移住希望者への効

果的な情報発信」の項目がある

ので、具体的な取組の内容とし

て、「定住者の生の声」を伝える

ような情報発信があると良いので

はないか。

人の流れを呼び込むためには、本県で暮らす魅力の情報

発信が重要であると考えている。これまでも、移住者の生の

声が移住検討者等に届くように、移住セミナー等における

先輩移住者と移住検討者との意見交換や、移住者の暮らし

ぶりを動画の配信やホームページ、ＳＮＳを通じて発信して

いるところである。情報発信については、次期計画案（基本

計画（案）9-3(1)）に記載し、今後も、ＳＮＳ等を活用して、よ

り効果的な情報発信に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）9-3(1)(P223)】

くらし・環境部

【政策 11 “ふじのくに”の魅力の向上と発信】

大久保

委員

ガストロノミー（食文化）の視察を

したが、一番重要なのが人材だ

と認識している。報告書等を関

係部局で共有いただきたい。

今年度にガストロノミーツーリズムの庁内ワーキンググルー

プを立ち上げ、御意見のあった報告書について関係部局

間で共有するとともに、人材育成を含めた庁内連携を進め

ているところである。

ガストロノミーツーリズムについては、次期計画案（基本計画

（案）9-1(2)、9-3(3)、11-1(1)）に記載し、本県が誇る食と食

文化に触れるガストロノミーツーリズムを推進していく。

【記載箇所：基本計画（案）9-1(2)(P213)、9-3(3)(P226)、

12-1(1)(P255)】

スポーツ・

文化観光部

委員 意 見 対 応 対応部局

武田

委員

県内の様々な市町に特徴的な

競技種目の拠点化を図り、高等

学校の部活動などと連携した取

組を推進すれば、面白いのでは

ないかと考える。また、地域の小

中学校の指導に、高等学校の教

員や生徒が携わることで、幅広

い世代の生涯スポーツの推進に

つながるのではないか。

各市町での特徴的な競技種目の拠点化については、県、

県スポーツ協会及び各競技団体が連携して推進する必要

があり、学校施設の利用にあたっては、部活動を設置する

学校の理解及び協力が不可欠であると考えている。現状に

おいても高校部活動と小中学校との交流は各部活動単位

でも行われており、こうした取組を競技種目の拠点化や、生

涯スポーツの推進に繋げていけるよう検討していく。

このことは、次期計画案（基本計画(案)11-1(1)）に記載し、

各ライフステージに応じてスポーツ活動に参加しやすい環

境を整備するため、各市町、県及び県教育員会が連携して

取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）11-1(1)(P239)】

スポーツ・

文化観光部

教育委員会

武田

委員

県には、指導者の育成、スポー

ツ施設の充実、メダリストなどトッ

プアスリートによる講習会の開催

などの面で、力強いサポートを

お願いしたい。

県内の競技力の向上を図る上で、指導者の確保とジュニア

選手の発掘及びスポーツ施設の充実が重要であると考えて

いる。

現状においても指導者の資質向上を図る機会やジュニア選

手がトップアスリート等から直接指導を受ける機会を設けて

いる。このことは、次期計画案（基本計画(案)11-1(1)(2)）に

記載し、指導者の確保・養成や次世代人材の意識の醸成を

図り、ジュニア選手の発掘を図るなど競技力の向上に取り組

んでいく。また、県立スポーツ施設の適切な管理運営を行

い、競技力向上のための拠点としていく。

【記載箇所：基本計画（案）11-1(1)(2)(P239、P240)】

スポーツ・

文化観光部

石塚

委員

コロナ禍における文化の普及の

観点から、オンラインでの文化講

座などを実施し、オンラインの利

用により、従来の弱点を解消で

きると認識している。グランシップ

についても、全国会議の誘致な

どを念頭に、オンライン会議の環

境整備への支援をいただきた

い。

県民の文化芸術の創造・発信の場であるグランシップの管

理運営について、御意見を踏まえ、新たにデジタル化の推

進を次期計画案（基本計画(案)11-2(1)）に盛り込み、県文

化財団と連携して管理運営に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）11-2(1)(P244)】

スポーツ・

文化観光部

【第３回総合計画審議会】
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【政策 12 世界の人々との交流の拡大】

【政策の実効性を高める行政経営】

佐藤（三）

委員

伝統文化、とりわけ芸妓文化（芸

者文化）については、現在、著し

い危機に瀕している。新型コロナ

ウイルスの影響により、全く仕事

がなく、芸者には年金や雇用保

険もなく、非常に厳しい生活状

況の中で伝統文化を担ってお

り、こうした事実を見逃してはなら

ない。

伝統文化は廃れ、火が消えてし

まうと、二度と回復は望めないの

で、ぜひ支援をお願いしたい。

文化財施策の推進に当たり、無形民俗文化財のような伝統

芸能の保存は重要であると考えている。

国や県では、能楽や人形浄瑠璃文楽、歌舞伎、地域に伝

わる無形民俗文化財等を文化財として保存に取り組んでお

り、これらの取組を県として継続していく。また、日本固有の

伝統文化については、外国人旅行客を惹きつける重要な

資源であると認識しており、県内の文化財保存団体等の取

組についてもインターネットなどを通じて情報発信し、文化

財の保存と活用に取り組んでいく。

芸妓文化については、これまで文化財保護法による保護の

対象とされたことはないが、国は食文化を始めとする生活文

化等これまで評価の立ち遅れていた分野の積極的保護も

目指していることから、芸妓文化の継承の必要性について、

市町の要望等を踏まえつつ、国とも協議していく。

スポーツ・

文化観光部

委員 意 見 対 応 対応部局

大久保

委員

インバウンドについて、コロナ禍

を機に、中国一強から脱却する

ため、ＴＳＪが中心となって行って

きた研究の成果を地域関係者と

共有して欲しい。

静岡ツーリズムビューロー（TSJ)は、欧米豪の旅行会社等の

受入を通じて培った高品質な旅行商品づくりのノウハウがあ

り、地域と連携した商品企画や観光人材の研修等を通じて

その成果を地域に還元している。

このことは、次期計画案（基本計画（案）12-1(1)(2)）に記載

し、海外向け旅行商品の企画を行う県内事業者の支援や

中核人材研修を通じて様々な市場から旅行需要の確実な

取込を図っていく。

【記載箇所：基本計画（案）12-1(1)(2)(P255、P256)】

スポーツ・

文化観光部

意 見 対 応 対応部局

若者

意見

若年層に広報が届いていないこ

とが課題。若年層向けとされて

いる媒体の発信内容が若年層

向けのものとなっているか、情報

発信媒体が散在していないかな

ど、現状を分析し、工夫して情報

発信することが必要である。

広報の施策推進に当たり、全ての県民に情報を届けること

が重要であると考えている。

このため、パブリシティ等を活用したマスメディアによる広報

に加え、若年層を中心に生活に浸透している動画やＳＮＳ

等、様々な広報媒体により情報を発信している。

工夫した情報発信については、次期計画案(行政経営

1-1(1)）に記載し、御意見を踏まえ、情報発信媒体の登録者

の状況を分析し、より的確な媒体を利用した情報発信につ

いて盛り込んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）行政経営 1-1(1))(P267)】

知事戦略局

【地域編】

委員 意 見 対 応 対応部局

角田

委員

本県は、住めば素晴らしく、全国

的にみても豊かな県であると考

えている一方、静岡市の存在感

が薄いように感じる。本県の存在

感を高めるためには、県庁所在

地である静岡市の知名度向上が

必要ではないか。

本県の存在感を高めるに当たり、県庁所在地である静岡市

の魅力向上が重要な要素の一つになると考えている。

県は、政令市である静岡市と互いの権限を考慮した上、適

切な役割分担と円滑な連携・協働によって、静岡市を含め、

広域的な観点から地域の発展につながる取組を進めてい

る。

静岡市を含む地域の魅力向上につながるよう次期計画案

（基本計画（案）地域編-主な取組(4)～(6)）に静岡市域にお

ける取組も記載し、引き続き、静岡市とも連携して地域の魅

力の向上と発信に取り組んでいく。

【記載箇所：基本計画（案）地域編 3中部地域 主な取組

(4)～(6) (P294,P295,P296)】

経営管理部

【第３回総合計画審議会】


